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楽しいイ
ベント盛りだくさん！

　
市
で
は
、
２
月
13
日
㈪
か
ら
３
月
15
日

㈭
ま
で
『
平
成
24
年
度
市
民
税
県
民
税
申

告
』
と
『
平
成
23
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
』
（
還
付
申
告
な
ど
の
簡
易
な
申
告
の

み
）
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

　
日
程
表
（
左
ペ
ー
ジ
）
と
よ
く
あ
る
お

問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
申
告
が
必
要
な
人
は
、
期
限
内
の

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
相
談
日
に
ご
注
意
く
だ
さ
い　
　

　

２
月
13
日
㈪
か
ら
２
月
18
日
㈯
ま
で
は
、

児
玉
総
合
支
所
で
の
申
告
相
談
と
な
り
ま

す
。
市
役
所
で
の
申
告
相
談
は
、
２
月
20

日
㈪
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
日
程
表
を

ご
確
認
の
う
え
、
会
場
を
間
違
え
な
い
よ

う
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人
へ　
　

　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

書
は
、
１
月
４
日
㈬
か
ら
本
庄
税
務
署
に

提
出
又
は
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
告
期
間
中
は
会
場
が
非
常
に
混
み
合

い
ま
す
の
で
、
還
付
申
告
を
す
る
人
は
早

め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
還
付
申
告
説
明
会
（
下
記
）
及
び
税
理

士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
（
８
ペ
ー
ジ
）

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ
】

Q
収
入
や
所
得
が
な
く
て
も
申
告
は
必
要

　
で
す
か
？

A
収
入
や
所
得
が
な
く
て
も
次
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
す
る
人
は
、
市
民
税
・
県
民

　
税
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦
16
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
と

　
そ
の
世
帯
主

◦
介
護
保
険
加
入
者

◦
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

◦
市
営
・
県
営
住
宅
入
居
者

◦
所
得
・
課
税
証
明
書
が
必
要
な
人

Q
申
告
で
は
、
ど
の
よ
う
な
書
類
が
必
要

　
で
す
か
？

A
次
の
書
類
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
印
鑑

②
源
泉
徴
収
票
等
の
収
入
の
証
明
と
な
る

　
も
の
（
事
業
所
得
者
は
収
支
内
訳
書
等
、

　
利
子
や
配
当
が
あ
る
人
は
支
払
調
書
）

③
雑
損
、
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、
生
命

　
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
寄
附
金
の
控

　
除
を
受
け
る
人
は
、
領
収
書
又
は
証
明

　
書
等

※
国
民
年
金
保
険
料
を
控
除
に
と
る
人
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
の
添
付
等
が
必
要
で
す
。

④
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障
害
者

　
手
帳
な
ど

所得税の還付申告説明会のお知らせ
◎平成23年分の所得税の還付申告（医療費控除）説明会を開催
　本庄税務署、本庄市、美里町、神川町、上里町、税理士会本庄支部の共同開催で実施します。
　説明を聞きながらご自分で確定申告書を作成し、その会場で提出することができます。
日時・会場

日　程 時　間 会　場

２月２日㈭ 午前10時から２時間程度（受付開始：午前９時30分）
※説明会開始後の入場はできません。

中央公民館　　

２月３日㈮ 上里町役場４階

※来年は、還付申告説明会を開催いたしません。
対象　給与所得者で年末調整が済んでおり、その給与以外に所得がなく医療費控除を受ける人（説明
　に従って、自分で計算・記入していきます｡）
用意
・平成23年分給与所得の源泉徴収票の原本（源泉徴収税額がないと還付金が発生しません。）
・医療費の領収書（事前に「医療費の明細」をご記入のうえ、お持ちください。）
・保険金などで補塡された金額の分かるもの
・印鑑、計算機、筆記用具、のり
・還付金の振込口座の分かるもの（メモ等）
※還付金の振込口座は、申告者本人名義の口座に限ります。
＊お問い合わせは下記へ
★本庄税務署個人課税部門☎�２１１１（自動音声案内）

税
の
申
告
そ
の
前
に

　
　

〜
申
告
の
日
程
が
変
更
に
な
り
ま
す
！
〜　

★
課
税
課
☎
�
１
１
２
３



申告日程表（受付時間：午前９時〜正午、午後１時〜４時）

月 日 曜日 地　　　　区 会場

２
月

13 月 第一金屋、第二金屋、第三金屋、長沖
総
合
支
所
大
会
議
室

14 火 宮内、飯倉、田端、保木野、塩谷、高柳

15 水 秋山、風洞、西小平、東小平

16 木 長浜町、鍛治町、上町、下町

17 金 仲町、新町、連雀町、本町、本泉全域

18 土 市内全域（市民税・県民税申告優先）

20 月 南、前原、緑、栗崎

市
役
所
６
階
大
会
議
室

21 火 東台、住居表示外（照若町・本町・台町・諏訪町）

22 水 日の出

23 木 朝日町、五十子、東富田、今井

24 金 四季の里、北堀、西五十子、東五十子、四方田

27 月 寿、けや木

28 火 傍示堂、鵜森、堀田、滝瀬、宮戸、小和瀬

29 水 牧西、仁手、下仁手、久々宇、田中、上仁手

３
月

１ 木 沼和田、山王堂、杉山、新井、三友、都島、万年寺

２ 金 千代田、見福

４ 日 市内全域（市民税・県民税申告優先）

５ 月 中央、本庄

６ 火 若泉、銀座

７ 水 吉田林、上真下、下真下、共栄（全域)、高関

８ 木 西富田、蛭川、下浅見、入浅見

９ 金 小島

12 月 栄

13 火 小島南、下野堂

14 水 柏、駅南

15 木 市内全域（市民税・県民税申告優先）

7 平成24年１月１日号

Q
確
定
申
告
を
し
て
、
所
得
税
が
非
課
税

　
と
な
り
ま
し
た
が
、
市
民
税
・
県
民
税

　
は
課
税
さ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
で
す
か
？

A
所
得
税
と
市
民
税
・
県
民
税
で
は
、
控

　
除
の
金
額
や
課
税
の
計
算
方
法
が
異
な

　
る
た
め
、
同
じ
所
得
金
額
で
も
、
所
得

　
税
は
非
課
税
で
、
市
民
税
・
県
民
税
は

　
課
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

　
た
め
、
確
定
申
告
を
す
る
際
に
は
、
社

　
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、

　
障
害
者
控
除
、
寡
婦
（
夫
）
控
除
、
扶

　
養
控
除
な
ど
を
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く

　
だ
さ
い
。

Q
営
業
収
入
等
の
収
支
内
訳
書
は
市
で
作

　
成
し
て
も
ら
え
ま
す
か
？

A
作
成
は
し
ま
せ
ん
。
営
業
収
入
、
農
業

　
収
入
、
不
動
産
収
入
等
の
あ
る
人
は
、

　
申
告
の
前
に
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て

　
く
だ
さ
い
。
収
支
内
訳
書
が
作
成
さ
れ

　
て
い
な
い
と
、
申
告
を
受
け
付
け
る
こ

　
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

　
さ
い
。

Q
医
療
費
控
除
を
受
け
た
い
の
で
す
が
必

　
要
な
書
類
は
何
で
す
か
？
市
で
作
成
し

　
て
も
ら
え
ま
す
か
？

A
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
と
「
医
療

　

費
の
明
細
書
」（
※
１
）
が
必
要
で
す
。

　
事
前
に
診
療
を
受
け
た
人
ご
と
・
医
療

　
機
関
ご
と
の
明
細
書
を
作
成
し
て
く
だ

　
さ
い
。
収
支
内
訳
書
と
同
様
に
、
市
で

　
は
計
算
や
明
細
書
の
作
成
は
行
い
ま
せ

　
ん
。
な
お
、
健
康
保
険
、
生
命
保
険
の

　
制
度
等
か
ら
の
補
塡
金
分
は
、
医
療
費

　
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

※
１
「
医
療
費
の
明
細
書
」
は
、
税
務
署
、

課
税
課（
市
役
所
１
階
）、市
民
福
祉
課（
総

合
支
所
１
階)

の
窓
口
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
を
有

す
る
人
の
所
得
税
の
確
定
申
告
不

要
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

　
平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
に
つ

い
て
確
定
申
告
書
の
提
出
は
不
要
と
な
り

ま
し
た
。

※
該
当
す
る
人
で
あ
っ
て
も
、住
民
税（
市

民
税
・
県
民
税
）
の
申
告
は
必
要
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
本
庄
税
務
署
☎
�
２
１
１
１
（
自
動
音

　
声
案
内
）


